
御中

平成

年 月 日

1 会社名 保険の種類

2 満期日 てん補限度額（保険金額）

3

4 上記1～3のいずれかが「はい」の場合は、その具体的な内容を記入

１請求 100万円 １請求 3000万円 １請求 　5000万円

保険期間中 100万円 保険期間中 3000万円 保険期間中 　5000万円

（ 免責金額　0円） （ 免責金額　0円） （ 免責金額　0円）

1名・1請求 １00万円 1名・1請求 300万円 1名・1請求 　300万円

保険期間中 100万円 保険期間中 300万円 保険期間中 　300万円

（免責金額　0円） （免責金額　0円） （免責金額　0円）

保険期間中 　100万円

（免責金額　0円）

1請求・保険期間中　300万円 1請求・保険期間中　500万円

（ただし、見舞金は1被害者あたり10万円） （ただし、見舞金は1被害者あたり10万円）

（免責金額　0円） （免責金額　0円）

２４０円 ５３０円 １７１０円

備考

1340-08-034-2008年7月作成
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はい

あり

本保険で担保する危険について、過去において損害賠償請求を
受けたことがありますか。

いいえ なし

過去において同種保険(賠償責任保険またはそれ以外の保険の
賠償責任保険特約)の加入を拒絶されたことがありますか｡

はい いいえ

はい

有限責任中間法人日本介護支援専門員協会

加
入
内
容

申込印
ご加入時の確認事項

確認印兼用

電　  話  　番  　号

－ －

保 険 期 間 平　成２０年９月１日午後４時　　～　　平　成２１年３月１日午後４時

加入者
住　所

カナ

加入タイプ Ａ Ｂ Ｃ

加入依頼日 区　分 中途加入 一括払変　更 解　約 払込方法

加入者名
(被保険者)

〒 漢字

－

カナ

漢字

（４）初期対応費
用

保険料

（４）初期対応費
用

保険料

（４）初期対応費
用

保険料

（１）対人・対物
損害賠償

（２）人格権侵害
損害賠償

（３）経済損害賠
償

（１）対人・対物
損害賠償

（２）人格権侵害
損害賠償

（３）経済損害賠
償

いいえ

他　　の
保険契約

本保険で担保する危険について、将来損害賠償請求を受けるおそ
れのある事実がすでに発生していますか。

Ｃタイプ（てん補限度額）Ｂタイプ（てん補限度額）

（１）対人・対物
損害賠償

（２）人格権侵害
損害賠償

（３）経済損害賠
償

Ａタイプ（てん補限度額）

＜ご加入時の確認事項＞
私は、自分が日本介護支援専門員協会の会員であることを確
認し、この保険契約への加入を依頼します。
また、私は、裏面に記載の「個人情報の取扱いに関するご案
内」の内容について確認の上、同意いたします。



・加入方法・事故発生時のお問い合わせ先
有限会社　ｼｽﾃﾑﾏﾈｨｼﾞﾒﾝﾄ（担当：神谷・山田）
〒１５０－００４２　東京都渋谷区宇田川町２－１渋谷ホームズ４２５号
ＴＥＬ　０３－５４５９－８３８１　　ＦＡＸ　０３－５４５９－８３８２

・引受保険会社
　東京海上日動火災保険株式会社　医療・福祉法人部法人営業第二課（担当：新谷松・矢内）

〒１００－０００４　東京都千代田区大手町１－５－１大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１Ｆ
ＴＥＬ　０３－５２２３－２５６６　ＦＡＸ　０３－５２２３－２５８６

【個人情報の取扱いに関するご案内】

　保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本加入依頼書に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会
社および東京海上グループ（※）各社は、本契約に関する個人情報（過去に取得したものを含みます。）を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付
帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行
うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その
他必要と認められる範囲に限定されています。

①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払
いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
②契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、東京海上グループ内の他の保険会
社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社との間または東京海上日動火災保険株式会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等
の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、
個人情報を当該担保権者に提供すること

　東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、東京
海上日動火災保険株式会社（および東京海上グループ各社）における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ
(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)　をご覧ください。

※　「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上
日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。




